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令 和 ８ 年 ２ 月 ９ 日 

午 後 ２ 時 か ら 

区役所８階 庁議室 
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件   名 専門部会の検討結果について 

所管部課名 環境部環境政策課 

内   容 

第四次足立区環境基本計画策定に向け、区が特に重点を置く課題に関し

て検討するため、環境審議会に専門部会を設置した。 

各専門部会で取りまとめた内容について、環境審議会で全体共有する。 

 

１ 環境基本計画策定に係る重点課題と専門部会における検討内容 

（おさらい） 

（１）CO2削減目標設定と取組の方向性 

   区の CO2削減実績の推移や、国や東京都が設定した目標などを踏まえ

た新たな削減目標の設定と実現に向けた方策の検討。 

   ➡柱１「地球温暖化対策（脱炭素化の推進）」に反映 

（２）現行計画の進捗から浮き彫りになった課題である、意識啓発や行動

変容を促す仕組みの検討。 

   ➡主に柱５「意識の向上と行動変容のしくみづくり」に反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 第四次足立区環境基本計画柱立て 

        （令和７年度第１回審議会にて確認） 
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柱１ 地球温暖化対策（脱炭素化の推進）
【専門部会設置】

気候変動適応策

柱３ 自然環境・生物多様性の保全

柱２ ごみの減量と循環型社会の構築

柱４ 良好な生活環境づくりの推進

柱５ 意識の向上と行動変容のしくみづくり

【専門部会設置】

★ ウェルビーイングを高めるライフスタイル

★ やってみたい環境活動を後押し

★ 子ども・若者の意見反映

全
て
の
柱
に
関
係

環境基本計画柱立て
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２ 専門部会の検討結果の共有 

（１）ＣＯ２削減目標設定・方策検討専門部会 

  （別紙１－①「専門部会における検討結果の共有」、 

別紙１－②「家庭部門のＣＯ２排出量関連データ」、 

別紙１－③「自動車部門のＣＯ２排出削減関連資料」参照） 

ア 目標設定 

2035年度目標：2013年度比 61％以上削減 

2040年度目標：2013年度比 73％削減 

（目標の早期実現を目指し野心的に取組を進める） 

   また、全体の排出削減目標と併せ、区が対策に注力する家庭部門

の取組による CO2削減の目安も示していく。 

イ 施策の方向性 

 ① 再生可能エネルギー導入拡大（区の強みを活かした CO2削減策） 

 ② 省エネルギー（CO2削減効果が高い住宅等の断熱化や新たな技術

の活用等） 

 ③ プラスチック分別とごみの減量 

 ④ 自動車部門の CO2排出削減 

 

（２）意識啓発・行動変容専門部会 

  （別紙１－①「専門部会における検討結果の共有」参照） 

ア すべての年代の意識啓発・行動変容につながる施策の方向性 

 ① 環境の取組で「＋αの効果」を感じてもらえる仕組み 

 ② イベント実施の方向性と啓発策 

③ 人材の育成と活用 

④ 「やってみたい」環境活動の支援 

イ 子ども・若者の意識啓発・行動変容 

 ① 若者に届く情報発信 

 ② 体験の機会を創出 

 ③ 楽しみながら環境を学ぶ仕組み 

 ④ 家庭で共有、習慣化 
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件   名 第四次環境基本計画の施策群について 

所管部課名 環境部環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内   容 

 

 

 

 

第四次足立区環境基本計画の施策群の構成について以下のとおりまとめ

た。 

１ 計画の体系と施策群の構成 

  別紙２-①「第四次環境基本計画の体系（案）」参照。 

柱 施策群 

１ 
地球温暖化対策（脱

炭素化の推進） 

１-１ 省エネルギーの推進 

１-２ 再生可能エネルギーの利用拡大 

１-３ 気候変動による被害の回避・軽減 

２ 
ごみの減量と循環型

社会の構築 

２-１ ごみの減量 

２-２ 持続可能な資源利用への転換 

３ 
自然環境・生物多様

性の保全 

３-１ 
自然や生物多様性に対する理解

の促進 

３-２ 自然環境の保全と創出 

４ 
良好な生活環境づく

りの推進 

４-１ 
生活環境の保全と公害対策の推

進 

４-２ 快適で美しいまちづくり 

５ 
意識の向上と行動変

容のしくみづくり 
５-１ 

環境意識の啓発と行動する人材

の育成 

２ 指標と目標設定 

  別紙２-②「第四次環境基本計画施策群及び指標（案）」参照。 

本資料４ページ以降に環境基本計画における施策群のページレイアウト

（案）を参考に掲載した。 

脱炭素化につながる新しい技術や区の取組内容等についてコラムを設け

わかりやすく紹介していく。 

指標設定の考え方については以下のとおり。 

① 区民の意識や取組状況のような長期間での変化を確認する必要

があるものは、現行計画の指標を引き続き使用する。 

例：世論調査の環境意識に関する回答結果 

② 現行計画において、実績の根拠となる数値（実績）を毎年度集

計、更新していないものは新計画では指標に設定しない。 

  例：樹木被覆地率等 
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（参考）環境基本計画における施策群のレイアウト（案） 
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件   名 プラスチック分別回収モデル事業の実施状況について 

所管部課名 環境部足立清掃事務所 

内   容 

 

 

 

 

令和６年度より区内一部地域で先行実施しているプラスチック分別回

収モデル事業について、以下のとおり報告する。 

１ プラスチック回収量等の実績【上半期：４月～９月】 

年度 回収量 資源化量 資源化率 CO2削減量 

６年度 579.48 ｔ 527.98 ｔ 91.1 ％ 776.13 ｔ 

７年度 569.18 ｔ 505.55 ｔ 88.8 ％ 743.16 ｔ 

前年比 98.2 ％ 95.8 ％ 97.5 ％ 95.8 ％ 

※ 回収量と資源化量の差は、食品や紙類等の残渣
ざ ん さ

、金属や医療廃棄物

などのリサイクルに適さないもの 

※ ＣＯ２削減量は、資源化量１ｔあたり１．４７ｔで算出 
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２ プラスチックの再商品化手法について 

年度 
再商品化 

事業者 

リサイクル 

手法 
概要 

６年度 

株式会社 

レゾナック 

（川崎市） 

ケミカル 

リサイクル

（ガス化） 

低温炉と高温炉の二段階でガス

化することにより、アンモニア（繊

維原料）やドライアイス、液化炭

酸ガスに再商品化する。 

７年度 

株式会社 

富山環境整備 

（富山市） 

マテリアル

（材料） 

リサイクル 

破砕・選別後、リサイクル原材料

（ペレット）に加工し、再生樹脂

や建築資材等に再商品化する。 

※ 再商品化事業者は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が

実施する競争入札により選定される。 

 

【参考】マテリアル（材料）リサイクルの工程 

 

①【資源化施設】 

資源化委託において、異物除去、 

選別、圧縮・梱包したベールを再商

品化事業者に引き渡す。 

※ べールとは、資源化処理後に輸

送効率を高めるために圧縮及び

梱包した状態。 

（参考）1ベールの重量・寸法 

約 250ｋｇ（1.2m×1.2m×1.2m） 

 

 

②【再商品化事業者】 

引き取ったベールを解体後、破

砕、選別、洗浄・乾燥し、ペレット

（粒状のリサイクル原材料）にす

る。 

 

 

 

 

③【再商品化事業者】 

ペレットを加工・成形し、工業用

パレットや建築資材等に再商品化

する。 

 

ベール 

ペレット 

再商品例 
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３ 今後の方針 

（１）ＳＮＳやあだち広報により、区内全域実施の周知と併せて、改め

て「回収できるプラスチック」を周知し、資源化率の向上を図る。 

（２）令和８年度は、プラスチック回収専門の排出指導班を時限的に編

成し、区内全域実施に対応する。 
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件   名 
プラスチック分別回収区内全域実施に係るＳＮＳを用いた周知キャ

ンペーンについて 

所管部課名 環境部足立清掃事務所 

内   容 

令和８年４月からプラスチック分別回収を区内全域で実施するにあた

り、周知の一環として以下のとおりキャンペーンを行うので情報連絡す

る。 

 

１ 概要 

（１）内容 

   足立区役所公式 X のアカウントをフォローし、プラスチック分別

回収に関する区の投稿をリポスト（※１）した方を対象に、抽選でギ

フトカードを贈呈する。 

※１ ボタン一つで、自身を登録している利用者（フォロワー）

へ、今回のキャンペーン情報を転送・周知する機能。 

（２）目的 

ア あだち広報やリーフレット等従来の広報媒体では到達しにくい若

年層（１０代～３０代）に対し、SNSを通じルール変更を周知する。 

イ 利用者がその情報を広げるリポスト機能を活用することで、区公

式アカウントをフォローしていない無関心層への認知拡大を図る。 

（３）時期 

令和８年２月上旬～２月中旬（約２週間） 

（４）媒体 

足立区役所公式 X（@adachi_city） 

拡散が目的であるため、最もフォロワーの多い X を活用する。 

（参考）足立区役所のフォロワー数（１２月１０日現在） 

       ① X     （５２，２０３人） 

② Instagram（  ３，１１０人） 

③ Facebook （  ８，７１８人） 

（５）景品 

Amazonギフトカード１，０００円分×５０人 

 

２ 今後の方針 

（１）デジタル周知にとどまらず「あだち広報特集号」（２月）、「冊

子：資源の出し方 ごみの出し方」（３月）の全戸配布による周知も

行う。 

（２）引き続き、住民説明会やイベント出展による対面周知も継続して

いく。 
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